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令和５年１２月（第４回）定例会  文教民生委員会委員長報告  

 

ただいま議題となりました議案第 ９９ 号宇部市 体育施設条例中一部

改正の件外９件について、付託されました文教民生委員会の審査の結果

及び審査の概要を御報告申し上げます。  

 

まず、審査の結果ですが、議案第９９号から第１０１号まで、第１０

３号 から第１０８号 まで及び第１１２号についていずれも 全会一致を

もって、本日お手元の委員会審査報告書に記載のとおり可決しました。 

 

 それでは、審査の概要について申し上げます。  

 

まず、議案第１０１号宇部市印鑑の登録及び証明に関する条例 中一部

改正の件についてです。  

 本案は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律の一部改正等に伴い、スマートフォンを利用した多機能端

末機による印鑑登録証明書の交付を可能とするため の規定を追加する

とともに、所要の整備を行うものです。  

 

 本案に対する審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、スマ

ートフォンによるコンビニ交付サービスの具体的な申請方法について

ただしたところ、現在、コンビニ交付による証明書発行については、マ

イナンバーカードを多機能端末機にかざし、暗証番号を入力すること に

より行われているところであるが、このたびの改正によって、スマート

フォンにマイナポータルアプリからスマートフォン用利用者証明用電

子証明書を設定し、スマートフォンを多機能端末機にかざすことで、証

明書発行が可能になるとのことでした。  

   

以上のような質疑がなされた後、採決の結果、冒頭申し上げましたと

おり、全会一致をもって可決すべきものと決定しました。  

  

次に、議案第１０４号宇部市渡辺翁記念会館に係る指定管理者の指定

の件及び議案第１０５号宇部市文化会館に係る指定管理者の指定の件

についてです。  
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 これら２議案は、渡辺翁記念会館及び文化会館の２施設の指定管理者

を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り、市議会の議決を求めるものです。  

 両議案は関連がありますので、本委員会においては一括して審査を行

いました。  

 

それでは、審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、令和６

年１月からの改修工事によ り休館する宇部市文化会館の指定管理者の

業務内容についてただしたところ、このたびの両施設の指定管理候補者

は、施設休館という特殊な事情に鑑み、適切な管理運営を行っている現

行の財団に任せることが適当であるため、引き続き同財団を選定すると

ころである。休館中の業務については、設備等の保守点検のほか、休館

中の当館の代替施設への案内や令和８年度開館に向けた受付業務等 で

あるとのことでした。  

  

以上のような質疑がなされた後、採決の結果、冒頭申し上げましたと

おり、議案第１０４号及び第１０５号両議案ともに全会一致をもって可

決すべきものと決定しました。  

  

 以上が、本委員会における審査の概要です。  

 

その他の議案につきましては、本席から特に御説明申し上げる事項は

ありません。  

 

よろしく御審議くださるようお願いし、文教民生委員会の報告を終わ

ります。  


